
(第 1条 関係 )寒 川町 事務 決 裁 規程 新 旧対 照表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 第 1（第 4条、 第 5条 関 係 ）  別 表 第 1（第 4条、 第 5条 関 係 ）  
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～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

(第 2条 関係 )寒 川町 タブ レ ッ ト端 末 機の 管理 等 に 関す る 規程 新旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 貸 出 し）  （ 貸 出 し）  

第 7条  総 務 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 被

貸 与 者 を 除 く 。 ） に タ ブ レ ッ ト 端 末 機

の 貸 出 しを 行 うこ とが で き る。  

第 7条  総 務 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 被

貸 与 者 を 除 く 。 ） に タ ブ レ ッ ト 端 末 機

の 貸 出 しを 行 うこ とが で き る。  

(1)  議 会 の 会 議 、 全 庁 会 議 又 は 関 係 課

調 整 会 議 （ 寒 川 町 庁 議 規 程 （ 平 成 13

年 寒 川 町 訓 令 第 3号 ） 第 2条 に 規 定 す

る 全 庁 会 議 及 び 関 係 課 調 整 会 議 を い

う 。 ） 、 審 議 会 等 （ 寒 川 町 審 議 会 等

の 会 議 の 公 開 に 関 す る 規 則 （ 平 成 21

年 寒 川 町 規 則 第 18号 ） 第 2条 に 規 定 す

る 審 議 会 等 を い う 。 ） の 会 議 そ の 他

こ れ ら に 類 す る も の （ タ ブ レ ッ ト 端

末 機 の 使 用 を 認 め て い る も の に 限

(1)  議 会 の 会 議 、 寒 川 町 庁 議 規 程 （ 平

成 13年 寒 川 町 訓 令 第 3号 ） 第 2条 各 号

に 掲 げ る 庁 議 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ 、 審 議 会 等 （ 寒 川 町 審 議 会 等

の 会 議 の 公 開 に 関 す る 規 則 （ 平 成 21

年 寒 川 町 規 則 第 18号 ） 第 2条 に 規 定 す

る 審 議 会 等 を い う 。 ） の 会 議 そ の 他

こ れ ら に 類 す る も の （ タ ブ レ ッ ト 端

末 機 の 使 用 を 認 め て い る も の に 限



る 。 ） に出 席 する 職員  る 。 ） に出 席 する 職員  

(2)～ (4) （ 略）  (2)～ (4) （ 略）  

2～ 4 （略 ）  2～ 4 （略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

(改 正 附 則 ) 

現 行  改 正 案  

 こ の 訓 令は 、 公表 の日 か ら 施行 す る。  

 


